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戦後最大洪水と治水安全度について

これまでの流域委員会資料から考える

委員 奥西一夫

奧西注：この種のデータは青野ダムと千苅ダム流域の飽和雨量の検討に関連し
て提出された流量データ以外には流域委員会に提出されていない。
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23年に1度の
日降雨

但し，降雨継続
時間は約12時
間

第55回流域委員会
資料５－３
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第35回流域委員会資料３－１

結論

昭和36年6月洪水は23年に一度の雨によって引き起こされた。

この洪水は約60年に一度の洪水であった。

23年に1度の降雨（日雨量）と23年に1度の洪水はまったく別物
である。

近年地球温暖化の影響で，短時間豪雨が増加していることを
考えると，今後昭和36年6月洪水が1/50よりも大きい確率で生
起する可能性がある。

昭和36年洪水を今後30年間の河川整備計画の目標流量とす
ることには一応の合理性がある。

6



まとめ
昭和57(1982)年3月「工事実施基本計画高水流量検討業務」→平成8(1996)年3月「

武庫川ダム概略設計他２業務」→平成14(2002)年3月「武庫川治水計画検討業務」を
通じて武庫川ダムを造るために100年確率としては過大な基本高水4,800 m3/sが算定
され，時代の趨勢に従って基本高水の算定方法が変わっても基本高水流量が変わら
ないように操作が加えられた（算定方法はそういう操作が可能なように作られてい
る）。しかし武庫川ダムを造っても，同時に橋梁の架け替えを含む河川改修をしな
いと計画高水を安全に流下させられない。そこで河川管理者は平成8(1996)年3月，
「全体計画」として，計画規模を30年確率に縮小した3,700 m3/sの目標流量を設定
し，武庫川ダムによって2,500 m3/sに調節するので橋梁の架け替えは不要とする，
いわば「食い逃げ」ともいうべき，ダムを造るための治水計画を打ち出した。
今回の県の「整備計画原案」では目標流量を戦後最大降雨に対応する3,510 m3/s

と，「全体計画」のそれに近い値に設定し，ダムを造らない代わりに橋梁付け替え
を含む河川改修などでこれをクリアーしようとしている。ただし，計画期間を20年
とし，その次のステップでは武庫川ダムを位置づけた新しい「整備計画」を作る意
図をあらわにしている。
これに対し，国土研の調査報告書では，100年確率降雨に対してまともな方法で

基本高水を計算すると3,400 m3/sとなり，ダムなしの治水が可能であることを示し
ている。これは「整備計画原案」の内容にかなり近い。すなわち，「整備計画原案
」は100年確率の洪水に近い（やや正確には60年確率程度）洪水に対応できるもの
であると言える。
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伊丹市の需要量と余力水量について                         委員 岡田 隆 
 

 第 57 回流域委員会  資料 3 P.46 表 5.18 関連市の余力の検討結果 によると、伊丹
市は「余力水量なし」と評価されているが、伊丹市水道局の資料をみれば、そうは思えな

い点がある。表 5.18 は一庫ダムから取水している市の水道事業について比較している
が、伊丹市の場合は一庫ダムからの取水量は全体の 22%程度である。（下表） 

水利権の状況  水 系 
 許可年月日 種別 許可量 許可期限 

 

水源手当 

 水源取得年月日 
（当初許可年月日） 

H21.8.25 
 

安定 

 

 0.230m3/s 
（19,872m3/日)） 

H29.3.3
1 
 

 

 

S38.1.11 
 

 淀川水系 
 猪名川 

 

  (3,000m3/日）   地下水  
 武庫川水系 
 武庫川 

H20.4.1 
 

安定 

 

0.232m3/s 
(20,000)m3/日) 

H30.3.3
1 
 

 

 

S48.12.27 
 

H21.6.29 
 

安定 

 

0.371m3/s 
(32054m3/日) 

H29.3.3
1 
 

琵琶湖総合

開発事業 

   S63.3.7 
 

 

淀川水系 

 淀川 

 H21.6.29 
 

安定 

 

0.210m3/s 
(18,144m3/日） 

H29.3.3
1 
 

日吉ダム 

建設事業 

   H10.7.14 
 

  上記表とは別に、兵庫県水道用水供給事業の多田浄水場より 4,800m3/日を浄水とし
て受水し、市内に配水している。 表中許可量日量合計に多田浄水場の 4,800m3を加え
て、伊丹市の過去 10年間平均人口(196,163)で割ると一人一日配水量は 483.6Lとなる。
これと過去 10 年の最大配水量平均値 381L とを比較すると､483.6/381=126% となり、伊
丹市に供給余力があると考え方が妥当である。    (2010.4.28) 
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平成２２年５月６日 

委員・村岡浩爾 

松本 誠 委員長 

 

第６１回流域委員会に資する意見書をまとめましたので、よろしくご配慮の程、お願い申し上

げます。 

 

１ 「既存ダム」に関わる「原案」記述表現に関する意見 

「原案」p.2 に記載の「千苅ダムの活用については水道事業者との合意形成」「新規ダム建設に

ついては社会的合意形成」のため時間を要することを理由に整備計画期間は継続検討としてい

るが、第 100 回運・委、資料 2-1 意見（統合版）には、「既存ダム」に関して 42 件もの委員意

見が上げられているほか、これまで多数の質問事項もあるので、この論議を尽くした上で「継 

続検討」の記述表現が適切かどうか判断すればよいと考える。 

 

２ 洪水危機と渇水危機の概念に関する意見 

第 100 回運委・資料 2-1（参考）意見（統合版）13、p.7 57-106 において筆者が述べた「洪水

による危機」「渇水による危機」は同概念で捉えるべきという意見の延長として、「洪水を救う

ために予備放流を拡大する」ことを考え、この結果として起こるかも知れない水不足に関して

治水の概念で検討すべきとした。そのその概念設定の基盤とした基本事項は以下の２点である。 

（１）『① 日照りが原因で起こる水不足（いわゆる従来の「渇水」）』と『② 予備放流の結果生

ずる水不足』とは生起機構が異なり、双方を同じ従来の「渇水」として扱うべきでない。 

（２）②の対応として、(a)水供給の融通システムの充実と拡大、（b）新たな水源（ここでは地

下水を目途とする）の開発 を考える。 

このことより、 

① の水不足については、利水対応であり、現制度でいえば水道事業者の管轄である。 

② の水不足については、治水対応であり、新たな概念として検討すべき対応である。 

という認識に立つべき、と主張した。特に②は、「人を洪水から助けるために水が要る」という

概念と考えてもよい。 

②についてのこれまでの筆者の質問に対し、河川管理者の回答（第 100 回運委。資料 2-1p.32）

は、「新たな渇水リスクの発生を容認するもの」「災害・事故時でもその地域に水の供給すべき」

等であり、この回答は①②を混同視したものである。ましてや、水道料金の負担増の問題があ

るから論議は無用、とするような話ではない。 

つまり、氾濫で人命が危機にさらされている地区を横目で見、その折でも道路を隔てた反対

側の地区に十分な水を供給せねばならないというような妙な義務感は、河川管理者が総合治水

の意味を理解しているものとは思えない。阪神大震災の時、他地域からどれだけの消防車や救

助隊が集まってくれたことか、近くや遠くの市民が直ちにリュックを背負って救助や慰問に参

加したか、あの時の住民や行政の連携の意義を思い出していただきたい。 

 

②の水不足に対応する方法として、上記(a)は当然であり、(b)として地下水開発に可能性が

あることを述べる。河川管理者の回答（第 59 回委、資料 2-3、p.５～６）では、「新規水源開

発の計画なし」とあったが、これも（１）の概念が理解されないためであろう。 

地下水開発の可能性は以下の理由による。 
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ⅰ）②の水不足は日照りによる渇水でなく、その反対で多雨を予想して行う対策であるため、

寡雨による地下水位低下（地下水の一時的枯渇）を懸念する状態でないことは地下水学的に見

ても明らかである。 

ⅱ）（県・整備計画方針・利水に関する資料、平 21.3）p.9 に、地下水の維持の必要性について、

「渇水時に地下水障害の事例は報告されていない」と明示されており、少なくとも②の水不足

状態で地下水の枯渇はないと断言できる。 

ⅲ）宝塚付近から下流の河道に沿う地域で、利水（上水道）のための地下水の揚水が盛んであ

り、そこにおいても地下水障害（この場合は地下水の一時的枯渇）はないと言うことであるか

ら、②の水不足解消の水源として地下水は緊急的水源として価値あるものと判断する。 

 なお、以上の論議において、地下水の開発は当然慎重であるべきで、数量的検討は専門家の

意見を聞くべきである。 

 

３ 水源余力の計算に関する意見 

第 100 回運委、資料 2-3、p.14 に記載の筆者意見に対する県の回答に異議があるので、それ

に対する反論である。 

筆者の意見は、余力の評価法として県提案の 

（１） 水道計画上の需要量と 1/10 渇水の供給可能量との大小比較 

（２） 運用実態上の需要量と平成 6 年度渇水時の供給可能量との大小比較 

に加えて 

（３） 運用実態上の需要量と 1/10 渇水の供給量との大小比較 

でも評価できるのではないかという提案である。これに対し県は（３）の評価に対し、「平６の

供給量より多い水量を供給できるとして余力を判断することになり、実際に平６と同程度の渇

水が発生した場合には、水を安定して供給できない」としている。 

ここに、運用実態上の需要量とは、計画１日平均取水量 

    水道計画上の需要量とは、計画１日最大取水量 

 また、運用実態上の供給可能量とは、平６でも安定供給できる水量 

    水道計画上の供給可能量とは、1/10 渇水年でも安定供給できる水量 

この結果、県の説明では理解できない点があり、先ず以下の疑問に答えてほしい。 

① 平６でも安定供給できる水量とは、実績として供給した水量であろうと思われるが、その

結果被害は出たのか。出たとすればどれだけの被害か。 

② 1/10 渇水年でも安定供給できる水量は、当然、1/10 渇水に対して被害はないと考えられる

が、それで間違いはないか。それは計画取水量でよいか。 

上２点の県からの回答結果にもよるが、筆者は以下のような提言ができる。 

a) 平６渇水以降、この被害を繰り返さないために計画量が検討され、決められていると思
う。かつ目標年に計画量を達成するため、施設充実が年次的に図られているから、常に

その過渡年次において計画１日平均取水量と計画最大取水量は一定の比率で建設が推

移しているはずである。それを踏まえれば、計画量は平均でなく、あくまで最大の取水

量が評価の対象値である。 

b) この結果、水源余力を評価するのは（１）か（３）であるべきで、（２）は意味がない。
ただし、（３）の評価では被害実績（被害があった場合）に対してどう対応するかの検

討が必要である。 
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４ 千苅水源池の水質に関する意見 

 筆者の意見は以下の①②③の意見・回答において、県の説明が必ずしも明解でなく、また異

議もあるために、ここにまとめたものである。 

① 第 59 回委、資料３、p.1（番号３）岡田委員による「千苅の水質は良いと言えるか」 

② 第 58 回委、資料 2-3、p.6（番号 27）および p.7（番号 28）村岡による「千苅の水質

改善、選択取水のあり方」 

③ 第 57 回委、資料 3、p.59、課題 5 放流による水質悪化対策 

また、本意見に関連して、文末に千苅水質関連で第１図、第２図、第３図を添付している。 

 

（１）千苅水源池の水質現況と改善について 

 千苅の水質に関して県の回答（なぜだか「神戸市の見解」とある）は阪神水道の淀川原水に

比して格段に良質である、とのことであるがこれは当たり前で、一番悪い原水と比較している

ようなものである。原水が悪くても浄化によって水質基準を満足すれば安全な水に違いない。

ここで問題にしたいのは、他所の原水との良し悪しの比較でなく、千苅水源において選択取水

を強いられる程、その原水の水質が問題であるという点である。 

 第１図を見て頂きたい。県の回答の通り、環境基準の値すれすれに横ばい状態で推移してい

る。参考として甲武橋の BOD の年次推移を載せているが、水質改善の程度を比較すれば、約 30

年間で河川の水質は改善されているが、千苅の水質は全く改善されていない。これは BOD、COD

の評価方法の違いによるものなどと言えるものではない。 

しかも、この値は年間複数回の観測値の 75％値の推移であって、各年度内の測定値は季節に

よって変化がある。第２図、第３図は平成 19、20 年度を例にとって、それぞれの年度内測定値

の最大値と最小値を比較したものである。また同図の 75％値は第１図に示す値である。この結

果、経年変化（第１図）でほぼ環境基準を満足していると言っても、水質改善は全く進んでお

らず、約 30 年間、千苅の利水障害はなんら取り除かれていない。 

県の回答する「羽束川・波豆川流域水質保全協議会」はこの 30 年間、何をやってきたのか。 

 

（２）選択取水に関係する水質問題について 

 新設放流施設（トンネル）の放流によって選択取水機能に支障が生ずるという回答に対して

意見を述べる。 

 選択取水の対象となる深度方向の水質状況を示すデータが提示されていないため（乞う、デ

ータの提示）詳細は判らないが、第１図、第２図、第３図に示すように、表層、下層の水質は

異なるが、概ね下層の水質は良く、その COD は２mg／Ｌ強で安定している。ただし、この観測

は水面から１０ｍ深の地点を下層としているため、水位に対する水質情報ではない。 

 県の指摘する選択取水による水質障害の懸念は「中層の比較的良質の水が放流で排除されて

しまうこと」であるが、それを防御する方法も以下のようにあるのではないか。 

  ⅰ）放流は常にあるのではないので、万一放流があったときに対処する手段を特別に考え

ておくことはできないか。 

  ⅱ）中層は比較的安定した水質を持つことから、放流による水質のかく乱を避ける選択取

水を検討することはできないか。 

  ⅲ）放流時の集水位置を一定レベルと考えるのでなく、取水操作をある程度制御可能な構

造にする。 

  ⅳ）極端な場合として、底層の悪い水質の排出をねらう構造であっても良い。（註） 
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これまで県の回答は頭から放流に否定的なので、取水方式を検討し、所定の放流を可能にす

る方式が治水対策上どれほど多くの人的・社会的財産を守ることになるか、改めてその観点に

立って再考してほしい。 

（註）黒部川、出し平ダムで最初に行った排砂により、富山湾で甚大な漁業被害が起こったのは平成３年。その反省から、

慎重な排砂を定期的に行うことにより、現在、底層の土砂の排除が成功裏に行われている。 

 

千苅貯水池のCOD （参考：甲武橋BOD）
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     第１図 

千苅水源池COD（平成１９年度）
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